
別紙                        ※網掛け部分は令和８年度の変更箇所（予定） 

１補助事

業 

２事業実

施主体 

３補助対

象となる

医療機関 

４補助対象経費 ５基準額 ６補助率 

協定締結

医療機関

施設整備

事業 

県と医療

措置協定

（感染症

法第36条

の３）を

締結する

病院、診

療所の開

設者 

病床確保

（感染症

法第36条

の２第１

項第１

号）に係

る医療措

置協定を

締結する

病院、診

療所 

ア 病床確保に係る協定締

結医療機関として必要

な個室整備等に要する

工事費又は工事請負費

（専用の陰圧装置、空

調設備、トイレ、バス

等の付属設備の整備を

含む）  

イ 病床確保に係る協定締

結医療機関として必要

な多床室を個室化する

ための可動式パーティ

ションの設置、病棟入

り口の扉の設置、病棟

のゾーニングを行うた

めの改修等に要する工

事費又は工事請負費 

ウ 病床確保に係る協定締

結医療機関として必要

な個人防護具保管庫の

設置等に要する工事費

又は工事請負費 

ア 病室の感染対策

に係る整備 １

室当たり

38,109,000円 

イ 病棟等の感染対

策に係る整備 

対象面積１平方

メートル当たり

基準単価558,000

円 

ウ 個人防護具保管

施設の整備 対

象面積１平方メ

ートル当たり基

準単価558,000円 

第４欄に定め

る対象経費の

実支出額と第

５欄に定める

基準額とを、

施設ごとに比

較して少ない

方の額に以下

の補助率を乗

ずる。 

ア ３分の２ 

イ・ウ 

10分の10 

発熱外来

（感染症

法第36条

の２第１

項第２

号）に係

る医療措

置協定を

締結する

病院、診

療所 

発熱外来に係る協定締結

医療機関として必要な個

人防護具保管庫の設置等

に要する工事費又は工事

請負費 

個人防護具保管施設

の整備 対象面積１

平方メートル当たり

基準単価558,000円 

第４欄に定め

る対象経費の

実支出額と第

５欄に定める

基準額とを、

施設ごとに比

較して少ない

方の額に以下

の補助率を乗

ずる。 

10分の10 

県と医療

措置協定

（感染症

法第36条

の３）を

自宅療養

者等への

医療の提

供（感染

症法第36

自宅療養者等への医療の

提供に係る協定締結医療

機関として必要な個人防

護具保管庫の設置等に要

する工事費又は工事請負

個人防護具保管施設

の整備 対象面積１

平方メートル当たり

基準単価558,000円 

第４欄に定め

る対象経費の

実支出額と第

５欄に定める

基準額とを、



締結する

病院、診

療所、薬

局、訪問

看護事業

所の開設

者 

条の２第

１項第３

号）に係

る医療措

置協定を

締結する

病院、診

療所、薬

局、訪問

看護事業

所 

費 施設ごとに比

較して少ない

方の額に以下

の補助率を乗

ずる。 

10分の10 

※１ 上表第３欄の「医療措置協定を締結する」には、県に「確認書兼同意書」を提出済等、既に協定

締結することが決まっている場合を含む。 

※２ 他の補助金で支援を受ける経費については、補助対象経費から除くものとする。 

※３ 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるもの

とする。 


